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第１章 医療救護所について 

１ 概要 

市は、東海地震等の大規模な災害が発生し、甚大な人的被害が発生または発生するおそれがあ

る場合、被害の状況に応じて、地域ごとに医療救護所（以下「救護所」という。）を開設する。 

 救護所では、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、補助員で構成される「医療班」によ

って、医療救護活動を実施する。 

【医療班】標準的なスタッフ配置 

 ・医  師 3 ～  6 名 

・歯科医師 2 ～  3 名   三師会から派遣 

・薬 剤 師 2 ～  3 名 

・看 護 師 6 ～ 10 名 → 市登録看護師 

・保 健 師 1 ～  2 名 → 市職員（保健班） 

・補 助 員 8 ～ 10 名 → 市職員（地区班等） 

医療救護所ｻﾎﾟｰﾀｰ（市内医療系専門学校生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） 

※医師による「医療管理者」、市職員による「運営責任者」を配置する。 

救護所は、下記 16ヶ所に開設できるよう準備をするが、県の第四次被害想定による傷病者数が

地区ごとに異なるため、スタッフ数及び物品類の量についても、それに応じたものとなる。 

【救護所開設予定場所一覧】 

№ 施設名 開設場所 医療倉庫場所 救護所 MCA 

1 吉原二中 南/北校舎 1F プール南側 143 

2 岳陽中 特別教室棟 1F/2F 東校舎北東側 129 

3 須津中 重層体育館 1F 南校舎北側中庭内 131 

4 吉原三中 重層体育館 1F 体育館南側 133 

5 富士中 重層体育館 1F プール南側 140 

6 吉原一中 中校舎 1F 南校舎 1F 防災倉庫 128 

7 吉原北中 北校舎 1F 北校舎北側 144 

8 元吉原中 重層体育館 1F 体育館 1F 柔道場横器具庫 130 

9 富士市立高校 重層体育館 1F 
体育館 2F アリーナ南器具庫 

（一部校舎北側旧部室棟） 
132 

10 大淵中 重層体育館 1F 東校舎 2F 言語教室 134 

11 富士南中 重層体育館 1F 体育館 2F ステージ横控室 135 

12 田子浦中 重層体育館 1F 校舎 3F 相談室 136 

13 岩松中 重層体育館 1F 体育館北側吹抜階段下 137 

14 鷹岡中 重層体育館 1F 中校舎 1F 教材室 138 

15 富士川まちづくりｾﾝﾀｰ 別館の全施設 建物内倉庫 139 

16 富士川二中 重層体育館 1F 体育館１階北側 141 

○保健班総括担当  （消防防災庁舎７階） MCA 142 

○フィランセ内対策室（フィランセ西館 ） MCA 115 
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２ 設置・運営に関する組織図 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※運営責任者…救護所全体（医療部分以外）の運営・調整を行う。 

※医療管理者…医療部分（トリアージから搬送まで）の総指揮を行う。 

 
 

災害対策本部（消防防災庁舎内） 

・保健班長（保健医療課長） 
・保健班副班長（地域保健課長） 
・保健班総括担当（保健医療課） 

フィランセ内対策室 

・保健班副班長（健康政策課長） 
・保健班フィランセ内対策室 

（健康政策課・地域保健課） 

三師会本部（医師会館内） 

・富士市医師会 
・富士市歯科医師会 
・富士市薬剤師会 

各地区班（各地区まちづくりセンター） 

・保健班救護所担当 
・地区班救護所担当 

各救護所開設・運営 

 

【医療班】 

運営責任者（保健班） 

医療管理者（医師） 

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、補助員 等 
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２章 医療救護所の開設 

１ 開設までの流れ 

（１）参集について 

大規模地震が発生したとき、職員参集基準により保健班の救護所担当（保健師）は、予め

定められた地区まちづくりセンターに参集する。 
【参集基準】 

・保健師（保健班）      ：市内震度６弱以上 

・医師、歯科医師、薬剤師   ：市内震度６強以上※1で参集救護所５か所※2に参集              

・看護師等、補助員（学生ﾎﾞﾗ）：救護所開設時メール要請で参集救護所５か所に参集 

※1 市内震度６弱以下の場合は待機して、救護所開設時メール要請により参集 

※2 参集救護所５か所は富士中、吉原二中、吉原三中、岳陽中、須津中 

 
【職員参集イメージ図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【医療スタッフ参集イメージ図】 
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（２）参集時に実施する事項について 

① 持ち物 
□身分証明書 □携帯ライト □予備の乾電池 □飲料水(4 日分) 

□食料(4日分) □下着、靴下 □着替え □タオル  

□手袋 □寝袋(毛布) □雨具、合羽 □常備薬  

□携帯電話・充電器 □笛(ホイッスル) □ビニール袋 □その他必要なもの 

②家庭内対策 
・住居、家族の安全確認（余震対策含む） 

・災害用伝言ダイヤル等の連絡手段の確認 

・家族の避難場所、避難経路等の確認 

③参集途上、参集後の実施事項 
・参集途上の被害状況について、支障のない範囲で目視により確認する。 

・参集後ただちに到着時間を職員集合状況調書（紙書式）に記入するとともに、防災情報シ

ステムに入力する。また、防災情報システムには参集途上の被害状況も入力する。 

④ 参集できないときの対応 
所定の救護所に参集できない場合は、次のいずれかに連絡する。 

・保健班総括担当 

・フィランセ内対策室 
・参集する地区まちづくりセンター 
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（３）救護所開設調査 

●救護所担当（保健班・地区班） 

救護所担当（保健班・地区班）は、救護所開設予定施設の建物の被害状況、周辺道路の被害

状況、火災の発生状況、傷病者の状況を調査する。 

① 地区まちづくりセンターから救護所用 MCA 無線機、救護所施設の鍵、医療資器材倉庫の鍵

等の必要物品を携行し、救護所開設予定場所へ。 
※救護所施設及び医療資器材倉庫の鍵の保管場所 

各地区まちづくりセンター、各救護所施設、防災危機管理課 

② 災害対策本部の保健班総括担当、フィランセ内対策室との連絡通信手段を確保 
MCA 無線、FAX、携帯電話（メール含む）、一般電話、防災情報システム等 

③ 開設準備判断チェックリストにより建物の被害状況を確認し、周辺道路の被害状況、火災の

発生状況、傷病者の状況を調査し、救護所状況報告書（様式 6）を作成する。 
④ 調査の結果をもとに、開設の必要性や開設の可否に関し、保健班長（保健医療課長）と必要

な協議を行う。※建物被害が応急修理で使用可能な場合は、地区班とともに復旧作業を行う。 
【必要な協議】 
(1)建物の被害状況、施設周辺道路等の被害状況、火災発生状況などから、その施設が 

開設可能かどうか意見を述べること。 

(2)その地域の被災状況（傷病者・医療機関の状況）などの情報（災害対策本部または、

地区まちづくりセンターなどから）をもとに、開設が必要かどうか意見を述べること。 

※ 市内震度 6 強以上の場合、富士中、吉原二中、吉原三中、岳陽中、須津中に医療スタ

ッフが自動参集するので迅速な開設が可能。 

⑤ 当該救護所医療班リストの確認 
⑥ 救護所開設に必要となる物品の確認 
 

●フィランセ内対策室 

① 統括責任者（副班長）：各種情報の収集及び救護所担当保健師の動向を把握する。 
フィランセ内対策室 ：保健班総括担当、各地区まちづくりセンター等との連絡により救 

護所担当保健師の動向を把握する。 

② 統括責任者（副班長）は、救護所担当保健師の参集が確認できない地区に対して、フィラン

セ内対策室の保健師を派遣する。 

③ 開設の可能性がある（高い）救護所に対しては、統括責任者が必要に応じ人的支援を行う。 
(1)車が使用可能な状況であれば、フィランセ参集職員が公用車にて輸送する。 
(2)フィランセ参集職員が対応できない場合は、災害対策本部に輸送を要請する。 
(3)車が使用できない状況の場合は、災害対策本部で対応する。 
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■開設準備判断チェックリスト 

 

【建物チェックリスト】（原則として施設管理者または地区班救護所担当者が判定） 

 1.落下物及び落下の危険 

 □1-1 天井、壁材等仕上げ材、ガラス及び照明、スピーカー等設備が落下していない 

 □1-2 外観上、天井、壁材等仕上げ材、ガラス及び照明、スピーカー等設備で落下しそうな

ものがない 

※割れていても網入ガラス、飛散防止フィルム等により飛散対策を講じているものを除く 

※落下しそうなものであっても除去することにより「落下しそうなもの」から除外される  

 2.建築物の変形 

 □2-1 見た目に建築物全体が傾斜・変形していない 

 □2-2 見た目に柱、梁、筋交い（ブレース）が変形していない 

 □2-3 コンクリートの壁、柱に中の鉄筋が見えるほどの大きなひび割れ又は巾 2ｍｍを超え

るひび割れがない 

※地震以前にあるひび割れは除く 

 3.建築物周辺地盤の状況 

 □3-1 建築物周辺（外壁から 5ｍ以内）の段差（がけ、土留め）に崩れている箇所がない 

 □3-2 建築物周辺（外壁から 5ｍ以内）の地盤に地割れ、陥没がない 

 

【建物以外のチェックリスト】 

 □津波注意報・警報の発令の有無 

□近隣からの火災の延焼の恐れはないか 

□医療用資器材の被害はないか 

□建物周辺、敷地周辺は安全か（搬入搬出経路は確保できるか） 

 □駐車場は確保できるか 

 □水道、電気は使用可能か 

 □発電機は使用可能か 

 □発電機用燃料は確保されているか 

 □排水路（水道流し等）は使用可能か 

□災害対策本部との通信は確保されているか 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 □当該地区の一般建物被害状況はどうか 

 □当該地区の火災発生状況はどうか 

 □当該地区の傷病者発生状況はどうか 
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（４）運営準備（災害対策本部により開設が決定された場合） 

●保健班総括担当 

① 職員防災情報メールを用いて、救護所担当の医師、歯科医師、薬剤師、登録看護師、登録歯

科衛生士、医療救護所サポーターに対し一斉配信により出動要請するとともに三師会本部に

対しても同様の出動要請を行う。 
（通知例） 
「ただいま、○○救護所の開設が決定された。該当する医療班員（医師、歯科医師、

薬剤師、登録看護師、医療救護所サポーター）は直ちに現地へ参集せよ。なお、他の

医療班員は応援要請の可能性があるため引き続き待機せよ。」 
※ 市内震度６強以上の場合は、参集救護所５か所（富士中、吉原二中、吉原三中、岳陽中、

須津中）に医療スタッフが自動参集するが、職員防災情報メールでの要請も行うこと。 

② 当該救護所及びフィランセ内対策室に開設を通知するとともに、可能な限り、支援のため複

数名の保健班総括担当職員を現地へ派遣する。 
 
●救護所担当（保健班・地区班） 

災害対策本部により開設が決定された救護所の担当者は、支援要員（地区班）等とともに、

救護所レイアウトに従い設営し、運営責任者の指示に従う。 
① 運営責任者（保健班）を決定する。※医療スタッフ自動参集救護所は指定済み。 

② 救護所内の安全確認と、余震等による二次災害の応急防止対策を行う。 

③ 救護所内の各活動エリアを整備する。 

④ 資器材の整備 

・医療資器材倉庫等から医薬品、医療資器材を搬出しそれぞれ必要な箇所に配置する。 

・施設に設置されているＡＥＤを取り寄せる。 

⑤ 仮遺体安置所を所定の場所に設営する。 

⑥ 参集したスタッフについて、出動記録表（様式 1）を作成する。 

⑦ 参集したスタッフにビブスを渡しラベルシールで名札を作成しビブスに貼り付ける。 

⑧ 参集した医師のうちから医療管理者（医師）を選任してもらう。※医師会にて指定済み。 

市内震度６強以上の場合は、医療救護所５か所（富士中、吉原二中、吉原三中、岳陽中、須

津中）に医療スタッフが自動参集する。 

⑨ 参集した医療スタッフを把握し、運営責任者（保健班）及び医療管理者（医師）に報告する。 

⑩ 医療管理者（医師）の指示により医療スタッフ等の役割分担を行う。 

・受付 ・トリアージ ・一時待機場所 ・治療 ・患者誘導 ・搬送 

⑪ 運営責任者（保健班）は運営準備チェックリストにより、運営開始が可能か確認する。 

⑫ 救護所運営開始は医療管理者（医師）が決定し、運営責任者（保健班）が保健班総括担当に

連絡する。 
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⑬ 救護所運営に必要なスタッフ、医薬品、医療資器材等に不足が生じる恐れがある場合は、保

健班総括担当に支援要請を行う。 

 

 

 ■運営準備チェックリスト（開設準備判断チェックリスト含む） 

 □建物は安全か（天井材の落下、ガラス飛散、壁の亀裂等目視による点検） 

 □建物周辺、敷地周辺は安全か（搬入搬出経路の確保） 

 □火災の延焼の恐れはないか 

□水道、電気が使用可能か 

 □（断水等の場合）給水班から水を確保したか 

 □（停電等の場合）発電機は使用可能か 

 □発電機用燃料は確保されているか 

 □受付・救護所本部・トリアージエリアの物品類は準備できたか 

 □治療エリアの物品類は準備できたか 

 □一時待機エリア（緑・黄・黒エリア）の物品類は準備できたか 

 □搬送エリアの物品類は準備できたか 

 □医師等の医療班は到着したか 

 □災害対策本部の保健班総括担当との通信は確保されているか 

 □災害対策本部からの支援要員は到着したか 

□仮遺体安置所を設営したか 



9 

■救護所各エリアの業務内容・必要物品・担当者（例） 

エリア 業務内容 必要物品例 主担当者 

本部 ・救護所の全体調整 

・出動記録表の作成、管理 

・災害対策本部（保健班総括担当）への

報告・要請等の連絡 

・後方支援 

食事・飲料水の手配 

スタッフの休憩場所確保 

ローテーション作成、健康管理 

・搬送者リストの作成、掲示 

・その他報告書関係作成、管理 

机、椅子、筆記用具、出動記

録表（様式１）、救護所ファ

イル、MCA 無線機等、看板類、

掲示板、照明、延長コード 

発電機、燃料、その他防災資

器材、搬送者リスト（様式

５）、要請書（様式７）、活

動記録（様式８） 

・運営責任者（保健班） 

・救護所担当職員 

・補助員 

受付 ・傷病者の受付、誘導 

・受付簿の作成、管理 

・トリアージタッグの作成 

 

机、椅子、筆記用具、受付簿

（様式２）、トリアージタッ

グ、ハンドマイク、ビブス 

マスク、医療用ガウン 

・救護所担当職員 

・補助員 

トリアージ ・トリアージ（スタート法トリアージ） 机、筆記用具 

担架、ブルーシート 

ＡＥＤ(校舎内)、止血材 

・歯科医師 

・薬剤師 

・看護師 

・補助員 

一時待機場

所（緑） 

・容態観察、聞き取り 

・応急処置、服薬指導 等 

ブルーシート 

応急処置用品 

筆記用具 

・看護師 

・薬剤師 

一時待機場

所（黄） 

・容態観察、聞き取り 

・応急処置、服薬指導 等 

ブルーシート、マット、毛布 

応急処置用品 

筆記用具 

・看護師 

・薬剤師 

一時待機場

所（黒） 

・容態観察、死亡確認 ブルーシート、毛布 

パーテーション 

 

・医師 

・看護師 

治療 ・応急手当、搬送トリアージ 

・診療記録作成 

・ホワイトボード記録 

・医療資器材の分類、管理 

・医薬品の分類、管理 

ホスピタルセット、診察台、

診察台カバー、簡易ベッド、

ベッド番号、水、たらい、バ

ケツ、廃棄物入れ、医療用照

明灯、ブルーシート、点滴台、

パーテーション、ホワイトボ

ード、個人診療記録表（様式

４）、筆記用具 

・医療管理者 

・医師 

・看護師 

・救護所担当保健師 

搬送 ・容態観察、搬送準備 

・本部への搬送報告 

マット、毛布、搬送番号 ・看護師 

・補助員 

仮遺体安置

所 

・死亡確認された遺体安置 ブルーシート、毛布 ・救護所担当職員 

・補助員 

各エリア 傷病者誘導・案内、傷病者場内搬送、傷

病者家族・付き添い対応 

誘導用パウチ、担架等 補助員、救護所担当保健師、

看護師 

※各救護所施設の備品（ホワイトボード、机、椅子、マット、ＡＥＤ等）の保管場所及び避難

所倉庫（ブルーシート等）の場所を確認しておく。 

※補助員は、地区班救護所担当者及び支援要員、医療救護所サポーターが当たる。 
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（５）救護所レイアウト例 （重層体育館１階の場合） 

避難所との出入口と区別するため、
原則として、使用しない。

赤

黄（黒）
緑

【剣道場】 【柔道場（畳）】

パーテーション

トリアージ黒
エリア

※ 看板、投光器（照明）、発電機は、現場の状況により
適切な位置に配置すること。

死
亡

玄関

出入口

●
発

電
機

●
発

電
機

ホ

ワ

イ

ト

ボ
ー

ド

搬送待機エリア

治療エリア
トリアージエリア

帰
宅

救
護

病
院

救
護

所
入

口

倉庫トイレ

本部

仮遺体
安置所

階

段

ベ

ッ
ド

器具庫更衣室更衣室器具庫

受付

トリアージ緑
待機・観察エリア

トリアージ黄
待機・観察エリア

パ
ー

テ
ー

シ

ョ
ン

診材・薬剤

器具庫更衣室更衣室
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第３章 運営 

１ 役割分担 

（１）保健班総括担当 

① 治療活動が開始されたことを確認次第、災害対策本部広報班に市民向けの広報を依頼する。 

② 三師会本部、各救護病院、救急医療センター、富士保健所、タクシー協会富士・富士宮支

部、民間救急アシストに対し、救護所が開設され治療が開始された旨の連絡をする。 

③ 開設された救護所及び三師会本部との連絡調整を図りつつ、不足するスタッフ、医薬品、

医療資器材等の補充について必要な措置を講じる。情報は要請書（様式 7）及び活動記録（様

式 8）を活用し整理する。 

■スタッフ不足の場合 

・医師、歯科医師、薬剤師は、三師会本部に追加派遣を要請する。 

・看護師は 1）開設されない救護所の登録看護師を派遣する。 

         2）救急医療センター、中央病院、蒲原病院で可能な看護師を要請する。 

3）富士保健所、県看護協会に要請する。 

・補助員は 1）動員班に対し、開設されない地区班の救護所担当者の派遣を要請する。 

2）開設されない救護所の医療救護所サポーターを派遣する。 

・患者を救護病院等へ搬送するため、タクシー協会富士・富士宮支部及び民間救急アシス

トに車両及び運転士の派遣を要請する。 

■医薬品、医療資器材が不足する場合 

  1）開設されない救護所用の医薬品、医療資器材を調達する。 

 2）中央病院保管（ﾛｰﾘﾝｸﾞｽﾄｯｸ）の輸液(ﾗｸﾃｯｸ 500ml×1,000 本)を救護所に搬送する。 

3）救急医療センター備蓄品を調達する。 

 4）取扱業者に災害時医薬品等供給要請票及び災害時医療材料等供給要請票を用いて要請す

る。 

区分 名称 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 

医薬品 

㈱スズケン富士支店 伝法 947-1 0545-71-1681 0545-71-5569 

中北薬品㈱富士支店 伝法 572-3 0545-21-0081 0545-21-0095 

アルフレッサ㈱富士支店 伝法 977-2 0545-72-0311 0545-72-0319 

医療材料 協和医科器械㈱沼津支店  055-926-1100 055-926-1105 

 5）上記で要請又は調達できないときは、その情報とともに FUJISAN により県に要請する。

FUJISAN が使用できない場合は、災害時医薬品等供給要請票及び災害時医療材料等供給

要請票を用い要請する。 

④ その他各部各班との必要な連絡調整を行う。 

 ■応急給水、燃料の補給 
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 ■緊急輸送（スタッフ、傷病者、医療資器材等）用車両、運転士の確保 

 ■スタッフ用食糧、飲料水の調達 

 ■救援班、遺体処理計画との調整 ほか 

⑤ 他地域等から緊急援助のための医療チームが到着した場合は、状況に応じ、遅滞なくその

派遣場所、依頼する治療内容等を決定するなど必要な措置を講じる。 
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（２）救護所担当（保健班・地区班・補助員） 

① 運営が開始されたら、傷病者の受付（受付簿、トリアージタッグ作成）を行う。 

保健師は治療エリアで医師の補助（ホワイトボードの記入など）を行う 

② 災害対策本部（保健班総括担当）との連絡調整（運営責任者、地区班、市職員など）は要

請書（様式 7）及び活動記録（様式 8）を活用し情報を整理して行う。 

  ■医療スタッフの派遣要請 

  ■医薬品、医療資器材の調達 

  ■救護病院等への搬送手配 

■搬送体制の確保（状況によって現地の自主防災会への依頼調整を含む） 

  ■水、燃料の調達 

  ■スタッフの食糧、飲料水の確保 

③ 搬送された傷病者の情報提供を行う。 

傷病者だけでなく家族等の消息を求めて多くの住民が訪れるため、救護病院等へ搬送され

た搬送者リスト（様式 5）を掲示する。 

④ スタッフの休憩場所の確保、トイレなど衛生環境の整備 

⑤ 報告者関係作成（出動記録表、診療記録表等（様式 1～4））・管理  

※ 広報、マスコミ等への対応は災害対策本部が行うものとし、救護所には広報対応窓口は設

置しない。 

 

活動時のポイント 

 ◎ 視野を広く持つ 

 ◎ 次の活動・行動を考える 

◎ 医療活動以外のあらゆる事柄を引き受ける気持ちを持ってお願いします 
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（３）医療スタッフ（医師・歯科医師・薬剤師・登録看護師等） 

① 医療管理者（医師）は、医療スタッフの役割分担、ローテーションを行う。 

 ■トリアージエリア（1 次） 

・トリアージ場所への誘導と搬送（地区班、補助員、サポーター） 

・トリアージの実施（歯科医師、薬剤師、看護師、サポーター） 

■治療エリア（2 次トリアージ含む） 

・トリアージの実施（医師、看護師） 

・重傷、中等傷者に対する応急処置（医師、看護師） 

・医薬品の分類、管理（薬剤師） 

 ・治療の記録：ホワイトボードの記入（保健師）、 

個人診療記録表、トリアージタッグの記入（看護師、サポーター） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

■一時待機エリア（黒、黄、緑） 

 ・治療前の患者の観察、聞き取り（看護師、サポーター） 

 ・治療後の帰宅者の観察、服薬等指導（薬剤師、看護師、サポーター） 

 ■搬送エリア 

 ・搬送待機者の観察（サポーター） 

 ・搬送補助、搬送先・搬送時間の記録、トリアージタッグ（災害現場用）の保管（補助員） 

 

ベッド 

番号 

タグ 

番号 氏名 性別 年齢 
症状・ 

傷病名 
トリアージ 

実施時刻 処置の概要 重症度 
搬送

順位 

2 5  ○○○○ 男  ○○ ○○○○ 14：30 ○○○○ 黄  10 

5 6  ○○○○ 女  ○○ ○○○○ 14：35 ○○○○ 赤  7 

1 7  ○○○○ 男  ○○ ○○○○ 14：40 ○○○○ 赤  4 

3 8  ○○○○ 女  ○○ ○○○○ 14：50 ○○○○ 赤  5 

治療エリアでは治療のためのトリアージを行い、優先順位を決めて治療する。患者の状況

を把握するため、看護師または保健師、補助員は、ベッド番号、受付番号、氏名、年齢、

性別、症状・傷病名、処置の概要等をホワイドボードに記録する。また、搬送にあたって

も医師が決めた搬送順位（通し番号）をホワイドボードに記録する。 
患者が治療エリアのベッドから移動したらベッド番号に斜線を、搬送されたら搬送順位に

斜線を引く。 
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（４）傷病者の流れ（イメージ）とトリアージタッグ記載時の留意点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・可能な範囲で、傷病者の流れを「一方向」にするように動線を確保する。 

・受付、トリアージエリアは、入口近くで広いスペースが確保できる場所に設置する。 

・医療スタッフの休憩場所を確保する。傷病者や付き添いの人から見えない、離れた場所が 

望ましい。（教室、保健室など） 

 

① 受付では受付簿（様式 2）とトリアージタッグに必要事項を記載する。 

■受付でのトリアージタッグの記載項目 

№欄に救護所名と通し番号（例：鷹中－１） 

氏名、年齢、性別、住所、電話番号 

トリアージ実施月日 

トリアージ実施場所・実施機関（ゴム印有） 

特記事項欄に基礎疾患の有無や負傷の状況等について、わかる範囲で聞き取り、記入する。 

■トリアージ実施時に確定していない項目は後で書き加えられるように空欄のままにする。

また、中央部分に大きい文字で記載することはせず、数行記載できるように記載する。 

■記載内容を変更する場合には変更前の事項を二重線で見え消しにして、その上部に変更後

の事項及び変更時間を記載する。 

■複写された文字（青色）と区別できるように黒色のボールペンを使用する。 

■トリアージタッグの 1枚目「災害現場用」に記入する。(複写式なので強い筆圧で記入する。) 

■小児、妊婦、高齢者、基礎疾患のある傷病者には特に注意を要するため医師にその状況を

報告する。 

② 記入後、トリアージ実施者（歯科医師、薬剤師等）に、患者とタッグをセットで引継ぐ。 

③ トリアージの実施、判定 

   医療救護所では多数の傷病者について治療優先順位をつけるため、簡単な方法でできる 

ＳＴＡＲＴ(スタート)法トリアージを実施する。 
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■トリアージ実施者名は必ずフルネームで記載するよう徹底する。 

■トリアージタッグは原則として右手首に付ける。この部分が負傷しており付けられない場

合は、左手首→右足首→左足首→首の順で付ける。着衣や靴には付けないこと。 

■トリアージ後、死亡群は黒エリアに搬送する。黒エリアで医師が死亡を確認後、速やかに

仮遺体安置所に安置する。 

④ 応急処置の実施（または帰宅等） 

⑤ 救護病院等へ搬送（または帰宅等） 

  ■トリアージタッグに搬送機関名と収容医療機関名を追記のうえ「災害現場用」を切り取り

保管し、残りは患者に付けて搬送する。 

  ■自主防、家族などが搬送する場合は、トリアージタッグをはがさないよう指示する。 

  ■トリアージ終了後帰宅者、または応急処置終了後帰宅者のトリアージタックは、カルテの

代用として救護所で保管する。 

⑥ 帰宅者や搬送の情報を得て、当該救護所で対応した傷病者等のリストを作成する。 

 

 

（５）救護所の閉鎖 

救護所を閉鎖しようとする場合は、傷病者の状況、周辺医療機関の復旧状況等を踏まえ、医

療管理者（医師）、運営責任者（保健班）と協議の上、災害対策本部の保健班総括担当に報告

する。 

保健班長は災害対策本部に具申し、災害対策本部が救護所の閉鎖を決定する。 

救護所が閉鎖された場合、救護所担当保健師は原則としてフィランセに再参集し、避難所支

援担当に移行する。 

救護所の撤収、復元は保健班総括担当や他の支援要員等により実施する。 
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第４章 医療救護所開設・運営の流れ 
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第５章 資料 

（１）ＳＴＡＲＴ（スタート）法トリアージ 

医療救護所では多数の傷病者について治療優先順位をつけるため、簡単な方法でできるＳ

ＴＡＲＴ（スタート）法トリアージを実施します。傷病の緊急度や重症度に応じ、治療の優

先順位を下表の 4 段階に分類し、トリアージタッグという識別票を傷病者の右手につけ色分

けします。 

※ＳＴＡＲＴ…Simple Triage and Rapid Treatment 
 
優

先

順

位 

分類 識別色 傷病状態及び病態 対応 

第

１

順

位 

最優先治療群 

（重症） 

赤色 

（Ⅰ） 

直ちに処置を必要とし、窒息、

多量の出血、ショックの危険性

があるものなど、手術など入院

を必要とするもの及びクラッシ

ュ症候群のおそれがあるもの。

クラッシュ症候群とは倒壊した

建物やがれきの下に閉じ込めら

れ、長時間手足などが圧迫され

ていた場合になる症状で、救出

直後は比較的元気に見えても、

時間がたつと加速度的に容態が

悪化し死亡することがある。 

医療救護所で応急手当

を行った後、救護病院な

どに搬送する。 

第

２

順

位 

待機的治療群 

（中等症） 

黄色 

（Ⅱ） 

多少治療の時間が遅れても、生

命に危険がないものなど、入院

は必要としないが、医師の処置

を必要とするもの。 

医療救護所で応急手当

を行った後、必要に応じ

て救護病院などに搬送

する。 

第

３

順

位 

治療保留群 

（軽症） 

緑色 

（Ⅲ） 

上記以外の軽微な傷病で、ほと

んど医師の治療を必要としてい

ないものなど。 

救護所では治療は行わ

ない。家庭や地域（自主

防災組織など）で対応す

る。 

第

４

順

位 

死亡群 

（治療対象外） 

黒色 

（0） 

既に死亡しているもの、または

明らかに即死状態で、心肺蘇生

を施しても蘇生の可能性のない

ものなど。 
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手足が 1 肢以上、2 時間以上圧迫されていた場合は、クラッシュ症候群の恐れがあ

るため、初めに 2 時間以上圧迫されていたかを確認します。 

圧迫されていたら、「最優先治療群(Ⅰ)/赤」と判断します。 

圧迫されていなければ、ＳＴＡＲＴ(スタート)法トリアージに進みます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜スタート法トリアージ＞ 

歩行 

自発呼吸 

呼吸回数 

 

用手気道確保※ 自発呼

橈骨動脈触知 

CRT※2 

簡単な指示 

待機的治療群(Ⅱ)/黄 

最優先治療群(Ⅰ)/

軽症群(Ⅲ)/

治療対象外/
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（２）トリアージタッグ記載例と記載方法 

 

 

 
■トリアージタッグ記載例  

トリアージタッグ 
（災害現場用） 

№ 

富士中-4 
氏名 

富士太郎 
年齢 

３８ 
性別 

男 女 

住所 

富士市永田町 1-100 
電話 

51-0123 

トリアージ実施月日・時刻 

 

9 月 1 日   2 時 10 分 

 

トリアージ実施者 

氏名 

 

静岡一郎 

搬送機関名 

 
収容医療機関名 

 

トリアージ実施場所 

富士中救護所 
トリアージ区分 

(黒）（赤）（黄）（緑） 

０  Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ 

トリアージ実施機関 

 

富士中救護所医療班 

医師 

救急救命士 

その他 

症状・傷病名 

 

右側腹部痛 

特記事項 

階段から転落し右腹部打撲 腹痛訴え 
呼吸数 30 顔面蒼白 四肢末梢冷感 CRT４秒 
脈 120 従命あり 

０（黒） 

Ⅰ（赤） 

Ⅱ（黄） 

Ⅲ（緑） 

※ちぎったタッグは人数確認のため保管し

ておく。 

■トリアージタッグ記載方法 

記載項目 記載方法・記載内容 

タグの NO ・トリアージ実施場所ごとの「通し番号」（重複のな

い番号）を付ける。 

・再度トリアージを行った場合にも、最初に記載した

番号は変更しない。 

氏名・年

齢・性別・

住所・電話 

・氏名、年齢、性別、住所は必ず記入する。 

・氏名等が不詳の場合、「氏名不詳」「推定年齢○歳」

「富士市○町○番地の路上で収容」などと具体的に

記載する。 

トリアー

ジ実施月

日・時刻 

・トリアージを行った月日、時刻を分単位まで記載。 

トリアー

ジ実施者

氏名 

・トリアージ実施者氏名をフルネームで記載。 

・医師が死亡を確認した場合、例えば「死亡確認医師：

静岡太郎」などと検死・検案が容易にできるように

記載する。 

搬送機関

名 

・「富士市消防本部○救急隊」「家族の自家用車」な

どと具体的に記載する。 

収容医療

機関名 
・「○病院」「△診療所」などと具体的に記載する。 

トリアー

ジ実施場

所 

・「○中学校救護所」等具体的に記載する。 

トリアー

ジ区分 

・トリアージ区分を○で囲むとともに、トリアージ区

分と同じもぎり区分を残して切り離す。 

・症状が重くなって、トリアージ区分を変更する場合

には最初に○で囲んだ区分を＝で消し新たな区分

を○で囲み、その上部に変更時間を記載する。 

・症状が軽くなったことにより、トリアージ区分を変

更する場合には最初に○で囲んだ区分を＝で消し

て、新たに 2枚目のトリアージタッグを作成する。 

・医師が死亡を確認した場合には、死亡群(0)に○を

記載するとともに、死亡確認の月日、時間を分単位

まで記載する。 

トリアー

ジ実施機

関 

・「○救護班」「△医師会」などトリアージ実施者の

所属する機関名を記載する。 

・トリアージ実施者の職種「医師・救急救命士・その

他」を○で囲む。 

症状・傷

病名 

・医師は傷病名を記載する。 

・傷病名を確定できない場合、傷病者の症状を「挫創」

「打撲」「痛み」「出血」などと記載する。 

特記事項 

（表・裏） 

・災害現場、搬送機関、収容機関で共通に使用する。 

・医療従事者などが搬送、治療上特に留意すべき事項

を記載する。（応急処置の内容、既往歴、発見の状

況、今後の治療方針で重要な事項など） 

人体図

（裏） 

・負傷箇所を表示するとともに、負傷の状況を具体的

に記載する。 

その他        ・複写された文字（青色）と区別できるように黒色の

ボールペンなどを使用する（水性ペン及びフリクシ

ョンペンは不可）。複写なので強い筆圧で記入する。 

・トリアージ実施時に確定していない項目は、後で書

き加えられるように空欄のままにする。また、中央

に大きい字で記載することはせず、数行記載できる

ようにする。 

・タグの記載欄は三部複写になっているが、必要事項

を記載後、救護所では「トリアージタッグ（災害現

場用）」を番号順に保管する。 

・搬送時間、退出意時間をトリアージタッグに記入す

る。 

AM 

PM 
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治療エリアの看護師は、「トリアージタッグ」に症状・傷病名、特記事項を記入する。ま

た、「医療救護所 個人診療記録表」に救護所名、受付番号、患者氏名、年齢、性別、住所、

トリアージ結果、傷病の概要、症状・傷病名、処置の概要を記入し、その情報をホワイドボ

ードに記録する。 

処置が終了したら、「医療救護所 個人診療記録表」に医療管理者が決めた搬送順位を記

入し、最後に終了時間を診療日時として記入し、搬送エリアの担当者に引き継ぐ。                 

 

 

 
（様式４） 富士市

救護所名
（トリアージタッグ１枚目　貼付）

診療日時 年　　月　　日　　時　　分

受付番号

患者氏名

年　　齢

性　　別 男　　　・　　　女

住　　所

トリアージ 赤　・　黄　・　緑

傷病の概要

症状・傷病名

処置の概要

搬送順位

　　月　　　日　　　時　　　分　

　備　考

医療救護所　個人診療記録表

搬送先
（搬送日時）
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（３）医療救護所一覧 

 

救護所名 所在地 
担 当 

地区班 
電話 ＦＡＸ 

MCA 

無線 

施設内 

使用箇所 

医療資機材 

配備場所 

吉原第一中学校 
永田北町 

7-1 

吉原 

伝法 
52-0160 52-0161 128 中校舎棟１階 南校舎１階防災倉庫 

吉原第二中学校 今泉 955  
今泉 

青葉台 
51-1115 51-1116 143 

南校舎棟１階 

北校舎棟１階 

プール南側 

医療用倉庫 

岳陽中学校 伝法 630 広見・丘 71-7955 71-7919 129 
特別教室棟 

１・２階 

東校舎北東側 

医療用倉庫 

吉原北中学校 原田 259  

富士見台 

神戸 

吉永北 

21-0280 21-0287 144 北校舎棟１階 
北校舎北側 

医療用倉庫 

元吉原中学校 
鈴川中町 

28-1 
元吉原 33-0065 33-0809 130 重層体育館１階 

体育館１階 

柔道場横器具庫 

須津中学校 中里 156 
須津 

浮島 
34-0144 34-0143 131 重層体育館１階 

南校舎北側 

中庭内医療用倉庫 

富士市立高校 比奈 654 吉永 34-1024 38-3223 132 重層体育館１階 

体育館２階アリーナ 

南器具庫（一部校舎 

北側旧部室棟） 

吉原第三中学校 比奈 126 原田 34-0868 34-0869 133 重層体育館１階 
体育館南側 

医療用倉庫 

大淵中学校 大淵 920 大淵 35-0021 35-0623 134 重層体育館１階 東校舎２階言語教室 

富士中学校 中島 320 
富士駅北 

富士北 
61-1390 61-1391 140 重層体育館１階 

プール南側 

医療用倉庫 

富士南中学校 森島 550 
富士駅南 

富士南 
61-2084 61-2080 135 重層体育館１階 

体育館２階 

ステージ横控室 

医療用倉庫 

田子浦中学校 中丸 411 田子浦 61-0534 61-5204 136 重層体育館１階 
校舎３階相談室 

医療用倉庫 

岩松中学校 
松岡 

2353-1 

岩松 

岩松北 
61-0931 61-0822 137 重層体育館１階 

体育館北側吹抜 

階段下医療用倉庫 

鷹岡中学校 久沢 713 
鷹岡 

天間 
71-3354 71-3375 138 重層体育館１階 中校舎１階教材室 

富士川まちづくり 

センター 

岩淵 

137-1 
富士川 81-1111 81-1113 139 分館の全施設 建物内倉庫 

富士川第二中学校 
北松野 

1963-6 
松野 85-3333 85-3334 141 重層体育館１階 体育館１階北側 
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（４）救護病院一覧 

 

名 称 住 所 
電 話 

(災害時) 
FAX MCA 衛星電話 

(参考)平常時の許可病床数(※) 備 考 

一般 療養 精神 その他 合計 

市立中央病院 高島町 50 52-1131 51-7077 033 
090- 

5853-2804 
504   16 520 災害拠点病院 

共立蒲原総合

病院 

中之郷 

2500-1 
81-2211 81-2208 034 

090- 

5853-2824 
175 92   267  

聖隷富士病院 南町 3-1 
52-0780 

(52-0781) 
52-5837 119 

080- 

1567-9983 
151    151  

富士整形外科

病院 

錦町 

1-4-23 
51-3051 51-1666 122 

080- 

2664-6512 
106    106  

川村病院 中島 327 61-4050 64-7806 118 
080- 

1567-9969 
60    60  

 
（支援病院）主に救護病院での処置、治療後の収容及び経過観察を行なう。 

名 称 住 所 
電 話 

(災害時) 
FAX MCA 衛星電話 

(参考)平常時の許可病床数(※) 備 考 

一般 療養 精神 その他 合計 

湖山リハビリテ

ーション病院 

大淵 

405-25 
36-2000 36-2570 123 

080- 

1591-7090 
 192   192 支援病院 

新富士病院 
大淵 

3898-1 
36-2211 36-2343 124 

080- 

2631-8168 
52 154   206 支援病院 

富士いきいき

病院 

天間 

1640-1 

73-1919 

(090- 

8138-3066) 

73-1916 125 
080- 

2659-0191 
 197   197 支援病院 

芦川病院 
中央町 

2-13-20 
52-2480 54-1103 117 

090- 

7031-1032 
39 60   99 支援病院 

 
（特殊病院）特殊病院は、精神科領域及び心のケア等に対応する。 

名 称 住 所 
電 話 

(災害時) 
FAX MCA 衛星電話 

(参考)平常時の許可病床数(※) 備 考 

一般 療養 精神 その他 合計 

大富士病院 
中野 

249-2 
35-0024 35-0028 121 -   160  160 特殊病院 

鷹岡病院 天間 1585 71-3370 71-0853 126 -   184  184 特殊病院 

聖明病院 大淵 888 36-0277 35-3192 127 -   182  182 特殊病院 

 
※平常時の許可病床数は、静岡県病院名簿（平成 31 年 4 月 1 日現在：静岡県健康福祉部医療

健康局医務政策課）による。 
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（５）透析施設一覧 

 
名 称 住 所 電 話 FAX 

透析 

ﾍﾞｯﾄﾞ数 
MCA 備 考 

市立中央病院 高島町 50 52-1131 51-7077 9 床 501 災害拠点病院 

共立蒲原総合病院 中之郷 2500-1 81-2211 81-2208 25 床 507  

聖隷富士病院 南町 3-1 52-0780 52-5837 40 床 503 基幹施設 

新富士病院 大淵 3898-1 36-2211 36-2343 23 床 504  

富士第一クリニック 伝法 560 23-1100 23-1100 126 床 502 基幹施設 

東名富士クリニック 伝法 177-1 22-6530 32-6536 83 床 505 基幹施設 

加藤クリニック 吉原 4-10-16 53-0280 53-0433 18 床 506  

 
 

（６）関係機関一覧 

名 称 住 所 電 話 FAX MCA 備 考 

富士市医師会 伝法 2850 52-3111 52-3104 116・227 三師会本部 

富士市歯科医師会 伝法 2850-3 53-5555 53-5557   

富士市薬剤師会 伝法 2851 53-8296 53-3715   

富士市救急医療センター 津田 217-2 51-0099 51-0098   

フィランセ（健康政策課） 本市場 432-1 64-9023 64-7172 115  

富士市立看護専門学校 本市場新田 111-1 64-3131 64-3135   

富士健康福祉センター 本市場 441-1 65-2205 65-2288   

 〃 医療健康課 本市場 441-1 65-2156 65-2288   

富士警察署 八代町 3-55 51-0110  190  

日赤静岡県支部 葵区追手町 44-17 054-252-8131 054-254-5830   

静岡県看護協会 駿河区南町 14-25 054-202-1750 054-202-1751   

静岡県タクシー協会富士・富

士宮支部 
本町 12 番 4 号 61-0017   岳南自動車㈱ 

民間救急アシスト 伝法 2-21 67-0550    
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（７）市指定避難所一覧 
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（８）福祉避難所一覧 
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（９）救護所物資一覧 
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（１０）事務用品一覧 

品　目 数量 単位 品　目 数量 単位

鉛筆 12 本 養生テープ 4 巻

シャープペン 5 本 定規 1 本

シャープペン　芯 1 個 ハサミ 1 丁

ボールペン（黒） 12 本 カッター 2 本

油性マーカー（黒） 2 本
ティッシュペーパー　5入
200組（400枚）

1 ﾊﾟｯｸ

油性マーカー（赤） 2 本 ペーパータオル　200枚 6 個

蛍光ペン（黄） 2 本 ぞうきん 9 枚

蛍光ペン（桃） 2 本 ビニール紐 1 巻

ポスト・イット（75㎜×127㎜） 10 個 洗濯ばさみ　16入 1 ﾊﾟｯｸ

封筒（角２） 10 枚 Ｓ字フック　6入 2 ﾊﾟｯｸ

セロハンテープ 2 巻 軍手　12双入 1 打

のり（固形） 1 個 ゴム手袋 3 双

ゼムクリップ（大） 1 箱 医療用手袋　100枚入 2 ﾊﾟｯｸ

ホッチキス 2 個 クリップボード 3 枚

ホッチキス針 1 箱 タオル 10 枚

ポリ袋（45リットル） 20 枚 誘導用パウチセット 1 セット

ホワイトボードマーカー（黒） 5 本 ゴム印 1 個

ホワイトボードマーカー（赤） 5 本 スタンプ台 1 個

マス目模造紙（20枚入） 1 箱 宛名シール 15 枚

クリヤーホルダー（クリア） 6 枚 ホワイトボード用テープ 10 個

電卓 1 個 ドライバーセット 1 セット

布テープ 3 巻
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（１１）デジタル防災無線（ＭＣＡ無線）取扱説明書 
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デジタル防災無線（ＭＣＡ無線）の使用方法（医療救護所担当者用） 
 

 
 

最も簡単な使用方法は、「個別信号」の直接入力による発信です。 

 

１ モードキー（電源ボタンの下のボタンのことです。）を押して、個別モードにします。 

個別モードの表示は、例えば「災対本１」というような登録名称の表示になっています。

モードキーを押していくと、「登録名称」⇒「電話」⇒「Ｇ○○○○」⇒「登録名称」と

いうふうに、３つのモードの繰り返しになります。個別モードとは、「電話」や「Ｇ○○

○○」ではないモードということになります。 

 

２ テンキーで、通信したい相手側の個別信号（３ケタの数字）を入力します。 

例えば、相手側が保健医療課であれば、「１４２」の３ケタを入力します。 

 

３ スピーカーマイク（本体から螺旋コードで繋がっているものです。）の横についている

ボタン（「ＰＴＴキー」と言います。）を、１回押します。 

押したら少し待ってください。 

接続中は、液晶表示が「確認 保健医療課 接続中」（または「確認 ０１４２ 接続中」

となります。 

 

４ 相手側（保健医療課）への接続が成功すると、「ピッピー」と発信音があり、液晶表示

が網掛けで「保健医療課」（または「個別０１４２」になります。 

 

５ スピーカーマイク横のボタンを押し、「ピッ」と鳴ったら、そのままボタンを押したま

ま話してください。 

 

６ 相手側の話を聞くときは、スピーカーマイク横のボタンを離します。 

相手側もボタンを押して話します。聞いているときは、自分が持っている無線機のボタ

ンを押してはいけません。 

 

７ 通話のコツ（５、６に関連して） 

①「ピッ」と鳴って、すぐに話し始めると最初の言葉が聞こえません。「ピッ」と鳴った

あと、ワンテンポおいて（２秒以上空けないように）から話し始めましょう。 

②相手側に話を渡す場合は、必ず話の終わりに「○○です。どうぞ。」と、「どうぞ」を

つけましょう。 

③話を受けた側も、話し出すときにはボタンを押して、ワンテンポおいてから話し始めま

しょう。 

④通話を終わりにする場合は、どちらかが話の終わりに「○○です。以上。」と、「以上」

をつけましょう。 

 

８ 通話を終わるときは、電源ボタンを１回押すか、５秒以上やり取りがなければ、自動で

切れます。 

 

９ リダイヤル機能について 

話した相手と、再度、話をする場合、その間に他所と話をしなければ、スピーカーマイ

ク横のボタンを押せば、テンキーの入力をせずに接続が開始されます。 

はじめに、液晶画面右上のアンテナが一本でも立っていることを確認しましょう。 
「圏外」だと繋がりません。アンテナが立つところを探しましょう。 
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（１２）医療救護所出動者集計表 
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第６章 様式（記入例） 

（１）出動記録表（様式１） 
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（２）受付簿（様式２） 

（様式２） 富士市

№　　　　　　　　１

救護所名 ：　岩松中救護所

受付
番号

受付日時 住　所 患者氏名 性別 年齢
処置の
有無

退出日時 備　考

1
　７月　９日
１５時５５分

　岩本１－１００ アシタカ　ジロウ 男 ・ 女 ２７ 有 ・ 無
　７月　９日
１７時４５分

2
　７月　９日
１６時００分

　岩本１００－１ イワモト　キヨミ 男 ・ 女 ５４ 有 ・ 無
　７月　９日
１７時００分

3
　７月　９日
１６時５０分

　松岡１－１００ マツオカ　ヒロコ 男 ・ 女 ３５ 有 ・ 無
　７月　９日
１７時３０分

4
　７月　９日
１６時１０分

　原田１００－１ ハラダ　ルミ 男 ・ 女 ４８ 有 ・ 無
　７月　９日
１６時３０分

保健師の応急
手当のみ

5
　７月　９日
１６時１５分

　鷹岡１００－１ タカオカ　ミチヨ 男 ・ 女 ３２ 有 ・ 無
　７月　９日
１７時５０分

6
　７月　９日
１６時２０分

　伝法９００ ナカムラ　ケイ 男 ・ 女 ５５ 有 ・ 無
　７月　９日
１９時００分

トリアージ黒

　　月　　日
　　時　　分

男 ・ 女 有 ・ 無
　　月　　日
　　時　　分

　　月　　日
　　時　　分

男 ・ 女 有 ・ 無
　　月　　日
　　時　　分

　　月　　日
　　時　　分

男 ・ 女 有 ・ 無
　　月　　日
　　時　　分

　　月　　日
　　時　　分

男 ・ 女 有 ・ 無
　　月　　日
　　時　　分

　　月　　日
　　時　　分

男 ・ 女 有 ・ 無
　　月　　日
　　時　　分

　　月　　日
　　時　　分

男 ・ 女 有 ・ 無
　　月　　日
　　時　　分

　　月　　日
　　時　　分

男 ・ 女 有 ・ 無
　　月　　日
　　時　　分

　　月　　日
　　時　　分

男 ・ 女 有 ・ 無
　　月　　日
　　時　　分

　　月　　日
　　時　　分

男 ・ 女 有 ・ 無
　　月　　日
　　時　　分

人　

医療救護所　受付簿

小計 ・ 合計

　※「処置の有無」欄は、医師による診察及び処置があった場合は「有」、医師以外の者による
　　応急手当のみで帰宅した場合及びトリアージ黒は「無」に○をつけること。
　※「退出日時」欄は、救護病院、遺体収容所への搬送時刻、または帰宅時刻を記入すること。  
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（３）診療記録表（様式３） 

 
 

（
様

式
３

）
富

士
市

№
　

　
　

　
　

　
　

　
１

救
護

所
名

 ：
　
岩
松

中
救
護

所

受
付

番
号

診
療

日
時

住
　

所
患

者
氏

名
性

別
年

齢
ト

リ
ア

ー
ジ

症
状

・
傷

病
名

処
置

の
概

要
搬

送
先

搬
送

日
時

備
　

考

1
　
７
月

　
９
日

１
７
時

１
５
分

　
岩
本

１
－
１
０
０

ア
シ
タ
カ
　
ジ
ロ
ウ

男
 ・

 女
２
７

赤
・
黄

・
緑

ク
ラ
ッ
シ
ュ
症

候
群

輸
液

1
0
0
0
m
l、
バ
ル
ー
ン
留
置

処
置

後
、
利
尿

3
0
0
m
lあ

り
川

村
病

院
　
７
月

　
９
日

１
７
時
４
５
分

2
　
７
月

　
９
日

１
６
時

４
５
分

　
岩
本

１
０
０
－
１

イ
ワ
モ
ト
　
キ
ヨ
ミ

男
 ・

 女
５
４

赤
・
黄

・
緑

不
安

定
型

骨
盤
骨

折
出
血

性
シ
ョ
ッ
ク

輸
液

1
0
0
0
m
l、
シ
ー

ツ
ラ
ッ
ピ

ン
グ

中
央
病

院
　
７
月

　
９
日

１
７
時
０
０
分

3
　
７
月

　
９
日

１
７
時

１
５
分

　
松
岡

１
－
１
０
０

マ
ツ
オ
カ
　
ヒ
ロ
コ

男
 ・

 女
３
５

赤
・
黄

・
緑

ク
ラ
ッ
シ
ュ
症

候
群

輸
液

1
0
0
0
m
l、
バ
ル
ー
ン
留
置

処
置

後
、
利
尿

な
し

聖
隷
富

士
病
院

　
７
月

　
９
日

１
７
時
３
０
分

5
　
７
月

　
９
日

１
７
時

４
５
分

　
鷹
岡

１
０
０
－
１

タ
カ
オ
カ
　
ミ
チ
ヨ

男
 ・

 女
３
２

赤
・
黄

・
緑

右
大

腿
開

放
骨
折

洗
浄

、
消

毒
、
被
覆

、
輸
液

5
0
0
m
l

芦
川
病

院
　
７
月

　
９
日

１
８
時
０
０
分

　
　

月
　

　
日

　
　

時
　

　
分

男
 ・

 女
赤

・
黄

・
緑

　
　

月
　

　
日

　
　

時
　

　
分

　
　

月
　

　
日

　
　

時
　

　
分

男
 ・

 女
赤

・
黄

・
緑

　
　

月
　

　
日

　
　

時
　

　
分

　
　

月
　

　
日

　
　

時
　

　
分

男
 ・

 女
赤

・
黄

・
緑

　
　

月
　

　
日

　
　

時
　

　
分

　
　

月
　

　
日

　
　

時
　

　
分

男
 ・

 女
赤

・
黄

・
緑

　
　

月
　

　
日

　
　

時
　

　
分

　
　

月
　

　
日

　
　

時
　

　
分

男
 ・

 女
赤

・
黄

・
緑

　
　

月
　

　
日

　
　

時
　

　
分

　
　

月
　

　
日

　
　

時
　

　
分

男
 ・

 女
赤

・
黄

・
緑

　
　

月
　

　
日

　
　

時
　

　
分

人
　

医
療

救
護

所
　

診
療

記
録

表

小
計

 ・
 合

計
※

　
「
診

療
日

時
」
欄

に
は

、
診

療
が

終
了

し
た

時
刻

を
記

入
す

る
こ

と
。

※
　

救
護

病
院

等
に

搬
送

さ
れ

た
場

合
は

、
「
搬

送
先

」
及

び
「
搬

送
日

時
」
欄

に
記

入
す

る
こ

と
。
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（４）個人診療記録表（様式４） 
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（５）搬送者リスト（様式５） 

（様式５） 富士市

№　　　１

救護所名 ： 岩松中救護所

受付
番号

住　所 患者氏名 性別 年齢 搬　送　先 搬送日時 備考

2 　岩本１００－１ イワモト　キヨミ 女 ５４ 中央病院
　７月　９日
１７時００分

3 　松岡１－１００ マツオカ　ヒロコ 女 ３５ 聖隷富士病院
　７月　９日
１７時３０分

1 　岩本１－１００ アシタカ　ジロウ 男 ２７ 川村病院
　７月　９日
１７時４５分

5 　鷹岡１００－１ タカオカ　ミチヨ 女 ３２ 芦川病院
　７月　９日
１８時００分

　　月　　日
　　時　　分

　　月　　日
　　時　　分

　　月　　日
　　時　　分

　　月　　日
　　時　　分

　　月　　日
　　時　　分

　　月　　日
　　時　　分

搬　送　者　リ　ス　ト
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（６）状況報告書（様式６） 
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（７）要請書（様式７） 
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（８）活動記録（様式８） 

 
医

療
救

護
所

　
活

動
記

録
日

付
　

　
月

　
　

日

№
時

刻
発

受

： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：

№
(
様

式
8
)

内
容

対
応

・
結

果


